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１ 令和６年度介護報酬改定
～「経過措置を設けた令和３年度介護報酬改定事項」

に係る対応～
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○令和６年度介護報酬改定の施行時期

・下記以外のサービス・・・ 令和６年４月１日施行

・訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所リハ・・・令和６年６月１日施行

・ 処遇改善加算・・・令和６年６月１日施行

・補足給付（基準費用額の見直し）・・・令和６年８月１日施行

・補足給付（多床室の室料負担の見直し）・・・令和７年８月１日施行

○改定率は、1.59％（処遇改善分0.98％、それ以外分0.61％）

○今回の報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止については、体制届を提出

・居宅系 サービス月の前月１５日〆

・施設系 サービス月の当月１日〆

※4月サービス分は、４月15日〆

①令和６年度介護報酬改定
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令和３年度介護報酬改定事項

令和６年度介護報酬改定の対応

事項 対象サービス 経過措置の概要

感染症対策の強化 全サービス

感染症の予防及びまん延防止の
ための訓練、対策を検討する委員
会を定期的に開催するとともに、
その結果について従業者に対して
周知すること。また、指針を整備
すること。

経過措置期間終了

業務継続に向けた
取組の強化

全サービス

感染症や非常災害の発生時にお
いて、利用者に対するサービスの
提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再
開を図るための計画を策定した上
で、従業者に対して周知するとと
もに、必要な研修及び訓練を定期
的に実施すること。また、定期的
に業務継続計画の見直しを行い、
必要に応じて業務継続計画の変更
を行うこと。

感染症若しくは災害のいずれか又は
両方の業務継続計画が未策定の場合、
基本報酬を減算する。

※令和７年３月３１日までの間、感染症の予
防及びまん延の防止のための指針の整備及び
非常災害に関する具体的計画の策定を行って
いる場合には、減算を適用しない。
※訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護
支援については、令和７年３月３１日までの
間、減算を適用しない。
※居宅療養管理指導及び福祉用具販売は、減
算の対象としない。
※居宅療養管理指導は、義務付けに係る経過
措置期間を３年間延長する。

②「経過措置を設けた令和３年度介護報酬改定事項」
に係る令和６年度介護報酬改定の対応
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②「経過措置を設けた令和３年度介護報酬改定事項」
に係る令和６年度介護報酬改定の対応

令和３年度介護報酬改定事項
令和６年度介護報酬改定の対応

名称 対象サービス 経過措置の概要

認知症介護基礎研
修の受講の義務付
け

全サービス
※無資格者がいない訪
問系サービス（訪問入
浴介護を除く）、福祉
用具貸与、居宅介護支
援を除く

介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない
者について、認知症介護にかかる
基礎的な研修を受講させるために
必要な措置を講じること。

経過措置期間終了

※事業所が新たに採用した従業
者は、採用後１年間の猶予期間
を設ける。

高齢者虐待防止の
推進

全サービス

虐待の発生又はその再発を防止
するための対策を検討する委員会
を定期的に開催し、その結果につ
いて従業者に対して周知を行うと
ともに、必要な指針を整備し、研
修を定期的に実施すること。また、
これらを適切に実施するための担
当者を置くこと。

全ての介護サービス事業者
（居宅療養管理指導及び特定福
祉用具販売を除く。）について、
虐待の発生又はその再発を防止
するための措置が講じられてい
ない場合に、基本報酬を減算す
る。
※福祉用具貸与の減算は、３年間の経
過措置
※居宅療養管理指導は、義務付けに係
る経過措置期間を３年間延長する。

施設系サービスに
おける口腔衛生管
理の強化

施設系サービス

口腔衛生の管理体制を整備し、
各入所者の状態に応じた口腔衛生
の管理を計画的に行うこと。なお、
「計画的に」とは、歯科医師又は
歯科医師の指示を受けた歯科衛生
士が、介護職員に対する口腔衛生
の管理に係る技術的助言及び指導
を年2回以上実施することとする。

経過措置期間終了
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②「経過措置を設けた令和３年度介護報酬改定事項」
に係る令和６年度介護報酬改定の対応

令和３年度介護報酬改定事項
令和６年度介護報酬改定の対応

名称 対象サービス 経過措置の概要

施設系サービスにお
ける栄養ケア・マネ
ジメントの充実

施設系サービス

栄養マネジメント加算の要件を
包括化することを踏まえ、入所者
の栄養状態の維持及び改善を図り、
自立した日常生活を営むことがで
きるよう、各入所者の状態に応じ
た栄養管理を計画的に行うこと。

経過措置期間終了

事業所医師が診療し
ない場合の減算（未
実施減算）の強化

訪問リハビリ
テーション

事業所の医師がリハビリテー
ション計画の作成に係る診療を行
わなかった場合に、例外として、
一定の要件を満たせば、別の医療
機関の計画的医学的管理を行う医
師の指示のもと、リハビリテー
ションを提供することができる
（未実施減算）。その要件のうち
別の医療機関の医師の「適切な研
修の修了等」について猶予期間を
３年間延長する。

事業所外の医師に求められる
「適切な研修の修了等」につい
て、猶予期間を３年間延長する。
適用猶予期間中においても、

事業所外の医師が「適切な研修
の修了等」の要件を満たすこと
について、事業所が確認を行う
ことを義務付ける。
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③業務継続計画未策定減算の施行時期
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④高齢者虐待防止の推進
（全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）
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２ 令和６年度介護報酬改定

～処遇改善加算の一本化～
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①介護職員の処遇改善

●令和６年度介護報酬改定により、６月以降は、介護職員処遇改善加算、介

護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算が新加

算（介護職員等処遇改善加算）に一本化されます。

●新加算の算定要件は、①キャリアパス要件、②月額賃金改善要件、③職場

環境要件です。

●令和６年度末までの間は経過措置が設けられますが、令和７年度以降の新

加算の完全移行までに、計画的な準備をお願いします。

●新加算への移行支援を行うため、県としても、専門家派遣、研修会等の事

業を実施する予定ですので、ご活用ください。

11



②介護職員の処遇改善

（要件を満たすことの確認）

☑ 処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。また、処

遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。

☑ 令和７年度に繰り越す額（２（１）①ⅰア）がある場合は、全額、令和７年度の更なる賃金

改善に充てます。期間中に事業所が休廃止した場合には、一時金等により介護職員その他の

職員の賃金として配分します。

☑ 令和７年度に繰り越す額（２（１）①ⅰア）がある場合は、全額、令和７年度の更なる賃金

改善に充てます。期間中に事業所が休廃止した場合には、一時金等により介護職員その他の

職員の賃金として配分します。

☑ 労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働

に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

☑ 労働保険料の納付が適正に行われています。

☑ 本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書への虚偽記載のほか、旧３加算及び新加
算の請求に関して不正があった場合並びに指定権者からの求めに応じて書類の提出を
行うことができなかった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があります。

12



③介護職員の処遇改善~処遇改善に係る加算全体のイメージ（令和４年度改定後）~
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④介護職員の処遇改善～処遇改善加算一本化及び加算率の引き上げ（令和６年６月～）～
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⑤介護職員の処遇改善～現行制度から一本化後の介護職員処遇改善加算への移行～
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３ 事業者指定等の手続き



６年間の指定有効期間満了日までに指定更新を受ける必要があります。

（１）提出書類

①指定更新申請書

②添付書類 ※様式は、ホームページからダウンロード

（２）提出部数

２部

（３）提出先

三重県 医療保健部 長寿介護課

（４）更新案内

更新対象事業所・施設あてに案内文書を発送

（半年分単位で年２回実施）
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①指定更新



事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場

合は、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。

（１）提出書類

①変更届出書

②添付書類 ※変更事項によって、添付書類が異なる

（２）提出部数

２部

（３）提出先

事業所の所在地を所管する県の地域機関（保健所・福祉事務所）
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②変更届



②変更届

№ 変更があった事項 添付書類

1 事業所（施設）の名称 運営規程

2 事業所の所在地
運営規程、事業所（施設）の平面図、写真、写真
方向図等

3 事業所（施設）の電話番号・FAX番号 不要

4 代表者の氏名、生年月日、住所 誓約書、履歴事項全部証明書

5 管理者の氏名、生年月日、住所
勤務形態一覧表
※訪問看護：資格証等の写
※訪問看護、介護保険施設：経歴書

6
サービス提供責任者（訪問介護）の氏名、生年月日、
住所

勤務形態一覧表、資格証の写

7 運営規程 変更後の運営規程 ※その他添付書類あり

８ 資格要件のある職種に従事する従業者の変更 勤務形態一覧表、資格者証の写
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廃止・休止しようとする日の１ヶ月前までに届出が必要です。

（休止期間は、最長１年）

（１）提出書類

①廃止・休止届出書

②利用者の移管先リスト

（２）提出部数

２部

（３）提出先

事業所の所在地を所管する県の地域機関（保健所・福祉事務所）

20

③廃止・休止届



介護給付費算定に係る体制等に変更があった場は届出が必要

（１）提出書類

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③添付書類

（２）提出部数

２部

（３）提出先

事業所の所在地を所管する県の地域機関（保健所・福祉事務所）
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④体制届



（４）提出期限

①居宅系サービス事業所（訪問系・通所系・福祉用具）

毎月15日までに届出 ⇒ 翌月から算定可能

毎月16日以降に届出 ⇒ 翌々月から算定可能

②介護保険施設、短期入所系サービス事業所

月の初日に届出 ⇒ 当該月から算定可能

月の初日以外に届出 ⇒ 翌月から算定可能

（５）注意点

・確実に算定できることが見込まれた時点で提出

・加算を不要とする場合は、その状況が確実になった時点で、速やかに提出

・加算によっては実績が必要なものもあるので、要件を十分に確認のうえ提出
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④体制届



⑤「電子申請届出システム」による受付

●厚生労働省は、介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提

出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等

のウェブ入力・電子申請を行うための「電子申請届出システム」の運用を開始しました。

●三重県では、次の申請・届出について令和６年度の上半期中に本格運用を開始します。

開始時期については、ＨＰ、メール配信システムによりご案内します。

それまでの間は、書面で提出してください。
〇 新規指定（許可）申請
〇 指定（許可）更新申請
〇 変更届出
〇 廃止、休止届出
〇 再開届出
〇 指定辞退届出
〇 介護老人保健施設・介護医療院 開設許可事項変更申請
〇 介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請
〇 介護老人保健施設・介護医療院 広告事項許可申請
〇 指定を不要とする旨の届出
〇「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」

概要
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⑥業務管理体制の届出

サービス数 法令遵守責任者選任 法令遵守規程の概略
法令遵守にかかる
内部監査規程の概略

２０未満 ○

２０以上
１００未満 ○ ○

１００以上 ○ ○ ○

○実施しているサービス数により、届け出る書類が異なる。（下表のとおり）

○事業者（法人）として既に届出済みの場合は、提出は不要

○届出内容や届出先の区分が変更になった場合は、速やかに変更の届出書を提出して

ください。
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⑥業務管理体制の届出

区 分 提 出 先 提出部数

➀事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者

事業所が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する

事業者
厚生労働大臣 １部

上記以外の事業者
主たる事務所の所在地の都道府県

知事（注１）

３部

（注２）

②地域密着型サービス事業（予防含む）のみを行う事業者

であって、全ての事業所が同一市町内に所在する事業者
市町長 １部

③①及び②以外の事業者

ア 主たる事務所の所在地が三重県内にある介護

サービス事業者

三重県知事

（主たる事務所の所在地を管轄す

る県の保健所・福祉事務所）

３部

（注１）

イ 主たる事務所の所在地が三重県外にある介護

サービス事業者

主たる事務所の所在地の都道府県

知事
（注２）

（注１）下記の保健所・福祉事務所に３部提出してください。（受理通知を発行しませんので、うち一部を事業者控えとして
「受付印」を押印してお返しします。）

（注２）提出部数は、当該自治体にお尋ねください。
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⑦メール配信とメールアドレス登録

１ メールアドレスの登録方法

ホームページから登録

https://www.kaigo-asp.jp/mie/entry/（アドレス変更・照会も同じ）

２ メール配信する事項

・介護保険の制度改正に係る情報

・厚生労働省の介護保険最新情報

・各種研修、説明会等に係る開催案内

・インフルエンザや感染症対策、福祉用具の事故等に係る情報

・その他高齢者福祉・介護保険関係の各種情報

長寿介護課では、事業所に対する介護保険制度改正の周知や、緊急の災害情報・
感染症情報等の伝達については、「メール配信システム」を活用して行っています
ので、事業所のメールアドレスを登録していただきますよう、お願いします。

https://www.kaigo-asp.jp/mie/entry/

